
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 先月号において、建設事業が他の者から承継された場合に従前の者の実績を引き継ぐことができると説明しましたので、今月

号では承継される項目についてまとめてみました。（下表参照） 
 表の左側に「経審」の項目を列挙してありますが、引き継ぎが必要でない項目については取扱いに記載されていません。その

部分については、空欄となっています。 
 引き継ぎが必要な項目は、完成工事高(X1)、平均利益額(X22)、経営状況(Y)、元請完工高(Z2)、建設業の営業年数(W21)、研究

開発の状況(W6)で全てにおいて規定されています。 

 引き継ぎたくない項目である法令遵守の状況(W4)は、吸収合併、吸収分割、既存会社への建設事業譲渡の場合には、承継する

会社の法令遵守の状況により判断し、新設会社の場合には減点しない取扱いになっています。 

 発行：株式会社ワイズ 
 ワイズ公共データシステム(株) 

 

連絡先：TEL.026-266-0710 FAX.026-266-0845 
 [URL] http://www.wise.co.jp/ 

「WISENET」は建設業業務支援ソフト「Wisdom（ウィズダム）」ユーザー様、ワイズ公共データシステム(株)に経営状況分析申請を頂いたお客様、又は資料のご請求を頂き

ましたお客様及び研修会で名刺交換をさせていただきました皆様等に経審に関する最新情報、経審書類作成のワンポイントを紹介、月一回の発行となります。 

内容に関するお問い合わせ、バックナンバーの請求（99 年 2 月号～）は弊社までご連絡下さい。弊社ホームページよりバックナンバーのダウンロードができます（6 月号

は 6月 30 日より可能）。ログインＩＤは「1921」です。入力後、［ログイン］ボタンをクリックして下さい。 → ワイズホームページ http://www.wise.co.jp/ 

発行日 2012 年 6 月 30 日 

＜ 企業再編 建設事業の承継項目 ＞ 

 合併時経審等を受ける必要がない場合もあります。自社の状況をしっかりと検討して最善を尽くしましょう。 
 

ＷＩＳＥＮＥＴ編集部  松  村      清（税理士） 

注 1：上記取扱いは、下記の通知に記載されています。詳しい内容、条件等については、下記の通知で必ず確認して下さい。 
また、監督官庁と事前の打ち合わせをして間違いのないようにしましょう。 
「経営事項審査の事務取扱いについて（通知）」 
「建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」 
「建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」 
「建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」 

※新規承継会社除く。 
 新規承継会社：会社分割において、審査基準日からさかのぼって 6月以内に新たに建設業者となった承継会社 

吸収合併 新設合併  吸収分割※
(承継会社の取扱)

 新設分割
(新設会社の取扱)

右以外 会社新設

完成工事高(X1) 引継 引継 分割部分引継 分割部分引継 譲渡部分引継 譲渡部分引継

自己資本額(X21) 合併時 設立時 分割時 設立時 譲渡時 設立時

平均利益額(X22) 引継 引継 分割部分引継 分割部分引継 譲渡部分引継 譲渡部分引継

経営状況(Y) 引継 引継 分割部分引継 分割部分引継 譲渡部分引継 譲渡部分引継

技術職員数値(Z1) 合算 設立時 分割時 分割時

元請完工高(Z2) 引継 引継 分割部分引継 分割部分引継 譲渡部分引継 譲渡部分引継

労働福祉の状況(W1)

建設業の営業年数(W21)

民事再生法等の適用の有無(W22)

防災協定締結の有無(W3)

法令遵守の状況(W4) 存続会社の状況 減点なし 承継会社の状況 減点なし 譲受会社の状況 減点なし

監査の受審状況(W51) 存続会社の状況 消滅会社の状況 承継会社の状況 分割会社の状況 譲受会社の状況 譲渡会社の状況

公認会計士等数(W52)

研究開発の状況(W6) 引継 引継 分割部分引継 分割部分引継 譲渡部分引継 譲渡部分引継

建設機械の所有リース台数(W7)

ISO登録の状況(W8)
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